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--------------------------------- キ リ ト リ -------------------------------- 

令和 7 年  月  日 
出 品 申 込 書 

 
申込者 世帯主氏名              （     組） 

 
           住所  井原町       電話： 
 

出品者氏名 作品種類 題  名 備  考 

    

    

    

    

各戸配布 

申込先 

つどえ～る 
℡: 0866-62-9090 

下記「出品申込書」を つどえ～る へ提出してください。 
詳細は、「第 8 回倉掛文化祭開催要項」をご覧ください。 
※申込締切：令和 7 年 11 月 30 日(日) 

作品募集のお知らせ  



 

第 8 回倉掛文化祭開催要項 

倉掛自治連合会では生涯学習意識の高揚と住民交流の促進を願い、井原市市民活動センター 
“つどえ～る”を会場に第 8 回倉掛文化祭を開催する運びとなりました。 
つきましては、下記の通り展示作品を募集いたしますので、ふるってご応募下さい。 

■会  期 
 令和 7 年 12 月 6 日（土） 開館時間：午前 10 時 ～ 午後６時 

12 月 7 日（日） 開館時間：午前 10 時 ～ 午後４時 

■会  場 
井原市市民活動センター・つどえ～る（井原市井原町 352-1） 
連絡先：０８６６-６２-９０９０（FAX 兼）  

■出品規定 
 1．応募資格：倉掛地区在住もしくは倉掛地内に勤務の人 
 2．作  品：絵画、絵手紙、彫刻、写真、書道、俳句、手工芸、洋裁、生け花、その他 
 3．珍  品：珍しい物や懐かしい物など 

4．応募条件：出品は本人の作品に限り、１人２点まで（珍品の作者は問わず） 
5．出品申込： ＜受付期間＞ 10 月 10 日（金）～ 11 月 30 日（日） 

■作品の部    
 絵  画：版画の出品も可能です。  
 絵 手 紙：特になし   
 彫  刻：10 ㎏以内。壁掛け作品は 50 ㎝×50 ㎝、3 ㎏以内にして下さい。  
 写  真：デジタル写真も可。出品者で壁掛け展示が可能なようにして下さい。  
 書  道：釈文用紙を添付して下さい。   
 俳  句：出品者で壁掛け展示が可能なようにして下さい。   
 手 工 芸：木工芸・陶芸・染織・編み物などを含みます。   
 洋  裁：リメイク作品を含みます。マネキン等は出品者で用意して下さい。  
 生 け 花：花や花器等は出品者で用意して下さい。   
 そ の 他：自由創作・趣味作品全般とします。 

■珍品の部 
1．骨董価値のある物などの出品はご遠慮願います。 
2．刃物など危険物の出品はお断りします。 

■搬  入 
1．期 日：12 月 3 日（水）～12 月 5 日（金） 

 2．時 間：午前 10 時～午後 5 時 30 分（時間厳守） 

■搬  出 
1．期 日：12 月 7 日（日）※展示最終日  
2．時 間：午後 4 時～午後 6 時（時間厳守） 

■注意事項 
 1．出品申込書は本人が記入してつどえ～るの窓口へご持参下さい。 

2．作品の制作費、搬入、搬出に要する費用は、出品者負担となります。 
3．不慮の事故などによって作品に損害が生じた場合、主催者は責任を負いません。 
4．各部門とも展示に不適当（会場の都合、運搬困難、貴重品、装備不十分など）と思

われる作品については、受け付けない場合があります。 
5．作品の著作権は制作者に帰属しますが、主催者が広報などの目的で使用する場合は

許可なく使用できるものとします。 
6．出品申込は先着順に受付け、予定数に達した時点で打ち切らせていただきます。 

申込状況はつどえ～るへお尋ね下さい。 

あなたもくらかけ文化祭に

出品してみませんか？


